
健康福祉局業務用車の運行管理に関する要綱 
 

平成１７年４月１日  
１７川健庶第３９号  

 
 （目的） 
第１条 この要綱は、健康福祉局が管理する業務用車について、川崎市庁用自動車管理

規則（平成１５年川崎市規則第２０号）及び業務用車を運転する職員に関する基準(以
下｢基準｣という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （配属先） 
第２条 業務用車の配属先（以下「車両配属先」という。）は、別表に定めるとおりとす

る。 
 （運転資格） 
第３条 業務用車を運転する職員（以下「運転者」という。）は、基準に定める者で、あ

らかじめ車両配属先の事業所の課長を自動車管理者（以下「管理者」という。）とし、

当該管理者の了解を得て、指名するものとする。この場合において、体調不良等、運

転に支障があるときは、運転をしてはならない。 
 （使用範囲） 
第４条 業務用車の使用範囲は、川崎市域内とする。ただし、業務上必要があると認め

られる場合は、管理者の承認を得て、神奈川県内及び東京都内に限り使用することが

できる。 
 （使用目的） 
第５条 業務用車は、自己の業務執行に限り、移動用として使用し、人員の移送は行わ

ないものとする。ただし、病院への移送等で、やむを得ない場合に限り、管理者の承

認を得て、人員の移送を行うことができる。 
 （使用方法） 
第６条 運転者は、車両配属先の備える使用予約簿に必要事項を記載し、事前に管理者

に申し出なければならない。 
２ 運転者は、業務用車を指定された車庫に格納しなければならない。 
 （鍵の保管等） 
第７条 業務用車の鍵の保管は、管理者がこれを行う。 
２ 運転者は、運転終了後、速やかに鍵を保管場所に返還しなければならない。 

（運行中の故障等） 
第８条 業務用車を運行中に、車両の故障が生じた場合は、速やかに管理者に連絡し、

対処方法について指示を受けなければならない。 
２ 業務途中で、やむを得ない事由により、業務用車の使用時間を変更しようとする場



合は、速やかに管理者に連絡し、承認を得なければならない。 
 （運転状況の報告） 
第９条 運転者は、運転終了後、車両点検状況、その運行状況、燃料等の補給状況等を

備え付けの運転日誌に記載し、管理者に報告しなければならない。 
 （使用の制限） 
第１０条 管理者は、災害その他緊急事態が発生した場合（発生が予想される場合を含

む。）は、業務用車の使用の停止、制限その他管理に必要な臨機の処置をすることがで

きる。 
（使用状況の報告） 

第１１条 業務用車の使用者は使用状況について、業務用車毎に、毎年４月から９月分

を１０月末日までに、１０月から３月分を４月末日までに、使用状況報告書（第１号

様式）により、管理者に報告しなければならない。 
 （協議） 
第１２条 その他、この要綱に定めのないことについては、健康福祉局総務部庶務課長

と協議して定める。 
   附 則 
 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成１７年４月５日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 



 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 
附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別表（第２条関係） 
事 業 所 名 登 録 番 号 種  別 

地域包括ケア推進室 川崎４８０え９３８７ 軽貨物車 

障害者施設指導課 川崎５８０き１６４５ 軽乗用車 

 
保健医療政策部〔食品安全担当〕 

川崎４８０え５８５０ 軽貨物車 

川崎５８０ち５０５２ 軽乗用車 

 
 
 

動物愛護センター 

川崎４８０き３３５９ 軽貨物車 

川崎４００た６１４１ 小型貨物車 

川崎４８０き６０６３ 軽貨物車 

川崎４８０き１２３０ 軽乗用車 

中央卸売市場食品衛生検査所 川崎４８０え９２３３ 軽貨物車 

 
 

総合リハビリテーション推進センター 
総務・判定課 

川崎５８０た７１２３ 軽乗用車 

川崎５８０ち５０５３ 軽乗用車 

川崎５０１と４９５４ 小型乗用車 

川崎５８０さ７１４３ 軽乗用車 

 
 

中部地域支援室 

川崎５０１た９３１５ 小型乗用車 

川崎５８０す５７１６ 軽乗用車 

中原区こ５７３６ 原動機自転車 

北部地域支援室 川崎５８０ち４０３４ 軽乗用車 

健康安全研究所 川崎４８０あ１５５７ 軽貨物車 

看護大学 川崎５８０せ３５４４ 軽乗用車 
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第１号様式（第１１条関係）
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年度　使用状況報告書
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